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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認長崎地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件



                      

  

長崎厚生年金 事案 1335 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 44 年５月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を３万 3,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 44 年４月 20 日から同年５月１日まで 

私は、昭和 44 年５月に、Ａ社の本社から同社Ｃ事業所へ異動したが、

厚生年金保険の記録を確認したところ、申立期間に係る記録が無かった。 

継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録（事業所名は、Ｂ社Ｄ事業所）及び申立期間におい

てＡ社（本社）又は同社Ｃ事業所に係る厚生年金保険被保険者記録が確認

できる複数の者の証言により、申立人は、申立期間において、同社に継続

して勤務（昭和 44 年５月１日にＡ社（本社）から同社Ｃ事業所に異動）

し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（本社）にお

ける昭和 44 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 3,000 円

とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ｂ社は、「申立てどおりの届出、申立期間に係る保険料の控除及

び納付を行ったかは不明である。」と回答しており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得



                      

  

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社

会保険事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



                      

 

長崎厚生年金 事案 1336 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、当該期間に係る標準賞与額について、

平成 18 年 12 月 15 日は 20 万円、19 年７月２日は 36 万 5,000 円、同年 12

月 14 日は 34 万 7,000 円、20 年７月２日は 18 万 5,000 円に訂正すること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成 18 年 12 月 15 日 

         ② 平成 19 年７月２日 

         ③ 平成 19 年 12 月 14 日 

         ④ 平成 20 年７月２日  

 

 

 

私が、年金事務所から通知を受けて厚生年金保険の記録を確認したと

ころ、Ａ社において申立期間に支給された各賞与の記録が無いことが分

かった。 

賞与の支給明細書は所持していないが、退職時に同社から渡された控

除証明書により、保険料が控除されていることが確認できるので、正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準賞与額に係る記録が確認できないことについ

て申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額に基づく標準賞与額又は申立人の賞与額に基づく標準賞与額の範囲内

であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定し、記

録訂正の適否を判断することとなる。 

 



                      

  

したがって、申立期間の標準賞与額については、Ａ社から提出された申

立人の申立期間に係る賃金台帳の写しにより確認できる賞与額及び保険料

控除額から、申立期間①は 20 万円、申立期間②は 36 万 5,000 円、申立期

間③は 34 万 7,000 円、申立期間④は 18 万 5,000 円に訂正することが必要

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てどおりの届出及び保険料納付を行っていないこ

とを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立期間に係る標

準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

長崎厚生年金 事案 1337 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成２年 12 月１日から３年７月 21 日までの期間につ

いては、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格取得日は２年

12 月１日、資格喪失日は３年７月 21 日であると認められることから、申

立人の同社における被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、12 万 6,000 円とすること

が妥当である。 

     

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 平成２年 11 月１日から３年７月 21 日まで 

私は、申立期間において、Ａ社に勤務していたが、厚生年金保険の記

録を確認したところ、当該期間の記録が無かった。 

私が所持している申立期間の一部に係る源泉徴収票により保険料が控

除されていたことが確認できることから、源泉徴収票が無い期間におい

ても控除されていたと思うので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成２年 12 月１日から３年７月 21 日までの期間につ

いては、オンライン記録によると、Ａ社は、同年 12 月２日付けで、同社

が厚生年金保険の適用事業所となった２年 11 月１日に遡及してその適用

を取り消されており、それに伴い、申立人を含む全被保険者 27 人の同社

に係る資格記録が取り消されていることが確認できる。 

しかし、雇用保険の加入記録によると、申立人は、当該期間において、

Ａ社に勤務していたことが確認できる上、同社に係る厚生年金保険の適用

の取消理由について、Ｂ年金事務所は、「新規適用の取消しを決定した資

料は残っておらず、当時の担当者も特定できなかったため、当該取消しに

係る詳細は不明である。」と回答する一方、「当該事業所が新規適用とな



                      

  

った平成２年 11 月１日時点で、最初から常用的従業員がいたと推定され

るのであれば、法律上、その新規適用の取消処理は誤っていたものと推定

される。」とも回答しているところ、前述の 27 人の取消し前の記録及び

これらの者のうち、事情を聴取できた複数の者の証言から判断すると、同

社は、少なくとも平成２年 11 月１日から３年９月 11 日まで（最初の被保

険者が資格を取得した日から最後の被保険者が資格を喪失した日まで）の

期間においては、適用事業所の要件を満たしていたと認められる。 

また、前述の 27 人のうち、Ａ社のＣ店でＤ事務を担当していたとする

者は、「会社はほとんど保険料を納めていなかったのではないか。督促状

が来て、呼出しにあっていた。」と述べていることから、申立期間当時、

同社は社会保険料を滞納していた状況がうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立

人の被保険者資格記録の取消処理を行う合理的な理由は見当たらないこと

から、当該取消処理に係る記録は有効なものとは認められず、当該取消処

理前の記録から、申立人のＡ社に係る資格取得日は平成２年 12 月１日、

資格喪失日は３年７月 21 日であると認められる。 

また、平成２年 12 月１日から３年７月 21 日までの期間に係る標準報酬

月額については、申立人の被保険者資格記録の取消処理前の社会保険事務

所の記録から、12 万 6,000 円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、平成２年 11 月１日から同年 12 月１日までの期

間については、雇用保険の加入記録により、申立人は、当該期間において、

Ａ社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、申立人は、申立期間において、Ａ社のＥ店に勤務していたとし

ているところ、前述の 27 人のうち、同社のＥ店に勤務していたと回答す

る者及び申立人が同社のＥ店に勤務していたとする複数の者の被保険者資

格記録の取消処理前の記録によると、同社に係る厚生年金保険被保険者資

格取得日が最も早い者についても、取得日は申立人と同じ平成２年 12 月

１日であることが確認できる。 

また、Ａ社の申立期間当時の事業主及びＦ職は所在不明により事情を聴

取することができない上、前述の事情を聴取できた複数の者からも、当該

期間に係る厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせる回答を得ることは

できなかった。 

さらに、オンライン記録上、申立人並びに申立人がＡ社のＥ店の開設当

初からいたとする二人については、当該期間において、国民年金に加入し、

国民年金保険料を納付していることが確認できるほか、当該期間において、

事業主により申立人の厚生年金保険料が給与から控除されていた事実をう

かがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が、厚生年金保険被保険者として、



                      

  

平成２年 11 月１日から同年 12 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 


